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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下

「技術基準規則」という。）」第11条，第52条及びそれらの「実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）にて適合す

ることを要求している「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準」（平成25年6月19日制定）（以下「火災防護に係る審査基準」という。）に基づき，

火災により発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう，火災区域及び火災区画に対

して，火災発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考慮し

た火災防護対策を行うことを説明するものである。 
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2. 火災防護の基本方針 

東海第二発電所における設計基準対象施設及び重大事故等対処施設は，火災により

発電用原子炉施設の安全性や重大事故等に対処するための必要な機能を損なわないよ

う，設計基準対象施設のうち，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するた

めの安全機能を有する機器（以下「原子炉の安全停止に必要な機器等」という。），

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器（以下「放射性物質の貯蔵等の機器

等」という。）並びに重大事故等対処施設を設置する火災区域及び火災区画に対して，

以下に示す火災発生防止，火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれを考

慮した火災防護対策を講じる。 
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2.1 火災発生防止 

発電用原子炉施設内の火災発生防止として，発火性又は引火性物質を内包する設

備に対し，漏えい及び拡大の防止対策，防爆対策，配置上の考慮，換気及び発火性

又は引火性物質の貯蔵量を必要な量にとどめる対策を行う。また，可燃性の蒸気又

は可燃性の微粉，静電気が溜まるおそれのある設備又は発火源に対して火災発生防

止対策を講じるとともに，電気系統に対する過電流による過熱及び損傷を防止並び

に放射性分解及び重大事故等時に発生する水素の蓄積を防止する設計とする。 

主要な構造材，保温材及び建屋の内装材は，不燃性材料又は同等の性能を有する

材料，換気空調設備のフィルタはチャコールフィルタを除き難燃性材料を使用する

設計とする。 

原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物質の貯蔵等の機器等並びに重大事故

等対処施設に使用するケーブルは，原則，UL1581（Fourth Edition）1080.VW-1垂

直燃焼試験及びIEEE Std 383-1974垂直トレイ燃焼試験により，自己消火性及び延

焼性を確認した難燃ケーブルを使用した設計とする。 

ただし，難燃ケーブルへの取替に伴い安全上の課題がある非難燃ケーブルについ

ては，非難燃ケーブル及びケーブルトレイを不燃材の防火シートで覆い難燃ケーブ

ルと同等以上の難燃性能を確認した代替措置（以下「複合体」という。）を使用す

る設計とする。 

屋内の変圧器及び遮断器は，絶縁油を内包しないものを使用する設計とする。 

原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物質の貯蔵等の機器等並びに重大事故

等対処施設は，自然現象のうち，火災の起因となりうる落雷，地震，森林火災及び

竜巻（風（台風）含む。）に対して，火災が発生しないよう対策を講じる設計とす

る。
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2.2 火災の感知及び消火 

火災の感知及び消火は，原子炉の高温停止及び低温停止を達成し，維持するため

の安全機能を有する機器等，放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する機器等並

びに重大事故等対象施設に対して，火災の影響を限定し，早期の火災感知及び消火

を行う設計とする。 

火災感知設備及び消火設備は，原子炉の安全停止に必要な機器等及び放射性物質

の貯蔵等の機器等の耐震クラス並びに重大事故等対処施設の区分に応じて，機能を

保持する設計とする。具体的には，耐震Ｂクラス機器又は耐震Ｓクラス機器を設置

する火災区域又は火災区画の火災感知設備及び消火設備は，耐震Ｃクラスであるが，

地震時及び地震後において，それぞれ耐震Ｂクラス機器で考慮する地震力及び基準

地震動Ｓｓによる地震力に対し，機能及び性能を保持する設計とする。 

自然現象により感知及び消火の機能，性能が阻害された場合は，原因の除去又は

早期の取替え，復旧を図る設計とするが，必要に応じて監視の強化や，代替消火設

備の配置等を行い，必要な機能並びに性能を維持する設計とする。 

火災感知器は，環境条件や火災の性質等を考慮し，固有の信号を発するアナログ

式の煙感知器，熱感知器及び熱感知カメラ並びに非アナログ式の熱感知器，防爆型

の煙感知器，防爆型の熱感知器及び炎感知器から異なる種類の感知器を組み合わせ

て設置する設計とする。 

火災受信機盤は，中央制御室で常時監視でき，非常用電源及び常設代替高圧電源

装置からの受電も可能な設計とする。 

消火設備は，火災発生時の煙の充満等を考慮して設置するとともに，消火設備の

破損，誤作動又は誤操作によっても，原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物

質の貯蔵等の機器等並びに重大事故等対象施設に影響を与えないよう設計する。 

消火設備は，消防法施行令第11条，第19条及び消防法施行規則第19条，第20条に

基づく容量等を確保する設計とし，多重性又は多様性及び系統分離に応じた独立性

を有する系統構成，外部電源喪失又は全交流電源喪失を想定した電源の確保等を考

慮した設計とする。 
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2.3 火災の影響軽減 

設計基準対象施設のうち原子炉の安全停止に必要な機器等の火災の影響軽減対

策は，発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，原子炉の安全停止に必要

な機能を確保するために，火災耐久試験によって3時間以上の耐火能力を有するこ

とを確認した隔壁等の設置，若しくは火災耐久試験によって1時間耐火能力を有す

ることを確認した隔壁等に加え，火災感知設備及び自動消火設備を組み合わせた措

置によって，互に相違する系列間の系統分離を行う設計とする。 

中央制御室制御盤及び原子炉格納容器内は，上記に示す火災の影響軽減のための

措置と同等の影響軽減対策を行う設計とする。 

火災に対する原子炉の安全停止対策は，火災区域又は火災区画に設置される全機

器の機能喪失を想定した設計並びに運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に

対処するための機器に単一故障を想定した設計とする。 

火災の影響軽減における系統分離対策により，原子炉施設内の火災区域又は火災

区画で火災が発生し当該火災区域又は火災区画に設置される全機器の機能喪失を

想定しても，原子炉の安全停止に係る安全機能が確保されることを火災影響評価に

て確認するとともに，内部火災により原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系及び

原子炉停止系の作動を要求される運転時の異常な過渡変化等が発生する可能性が

あるため，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき，運

転時の異常な過渡変化等に対処するための機器に単一故障を想定しても，事象が収

束して原子炉は支障なく低温停止に移行できることを確認する。 
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3. 火災防護の基本事項 

東海第二発電所では，原子炉の安全停止に必要な機器等，放射性物質の貯蔵等の機

器等並びに重大事故等対処施設が設置される火災区域又は火災区画に対して火災防護

対策を実施することから，本項では，火災防護対策を行う機器等を選定し，火災区域

及び火災区画の設定について説明する。 
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3.1 火災防護対策を行う機器等の選定 

火災防護対策を行う機器等を，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設のそれ

ぞれについて選定する。 

(1) 設計基準対象施設 

発電用原子炉施設は，火災によりその安全性を損なわないように，適切な火

災防護対策を行う設計とする。火災防護対策を講じる対象として重要度分類の

クラス1，クラス2及び安全評価上その機能を期待するクラス3に属する構築物，

系統及び機器とする。 

上記構築物，系統及び機器の中から原子炉の安全停止に必要な機器等並びに

放射性物質の貯蔵等の機器等を抽出する。 

抽出された原子炉の安全停止に必要な機器等と放射性物質の貯蔵等の機器等

を火災防護上重要な機器等とする。 

また，火災防護上重要な機器等は，火災の発生防止，火災の早期感知及び消

火並びに火災の影響軽減の3つの深層防護の概念に基づき，必要な火災防護対策

を講じることを「8. 火災防護計画」に定める。 

a. 原子炉の安全停止に必要な機器等 

火災により発電用原子炉施設の安全性を損なわないように，原子炉の状態

が，運転，起動，高温停止，冷温停止及び燃料交換において，発電用原子炉

施設に火災が発生した場合にも，原子炉の安全停止に必要な原子炉冷却材圧

力バウンダリ機能，過剰反応度の印加防止機能，炉心形状の維持機能，原子

炉の緊急停止機能，未臨界維持機能，原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防

止機能，原子炉停止後の除熱機能，炉心冷却機能，工学的安全施設及び原子

炉停止系への作動信号の発生機能，安全上特に重要な関連機能，安全弁及び

逃がし弁の吹き止まり機能，事故時のプラント状態の把握機能，制御室外か

らの安全停止機能を確保する必要がある。 

(a) 原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための系統 

イ. 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 

原子炉冷却材圧力バウンダリ機能は，圧力バウンダリを構成する機

器，配管系により達成される。 

ロ. 過剰反応度の印加防止機能 

過剰反応度の印加防止機能は，制御棒によって行われ，制御棒カッ

プリングにより達成される。 

ハ. 炉心形状の維持機能 

炉心形状の維持機能は，炉心支持構造物及び燃料集合体（燃料を除

く）により達成される。 
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ニ. 原子炉の緊急停止機能 

原子炉の緊急停止機能は，原子炉停止系の制御棒による系（制御棒

及び制御棒駆動系（スクラム機能））により達成される。 

ホ. 未臨界維持機能 

未臨界維持機能は，原子炉停止系（制御棒による系又はほう酸水注

入系）により達成される。 

ヘ. 原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 

原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能は，逃がし安全弁（安

全弁としての開機能）により達成される。 

ト. 原子炉停止後の除熱機能 

原子炉停止後の除熱機能は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系，逃がし安全弁（手

動逃がし機能），自動減圧系（手動逃がし機能）により達成される。 

チ. 炉心冷却機能 

炉心冷却機能は，非常用炉心冷却系（低圧炉心スプレイ系，低圧注

水系，高圧炉心スプレイ系，自動減圧系）により達成される。 

リ. 工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能 

工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能は，安全

保護系（原子炉緊急停止の安全保護回路，非常用炉心冷却系作動の安

全保護回路，原子炉格納容器隔離の安全保護経路，原子炉建屋ガス処

理系の安全保護回路，主蒸気隔離の安全保護回路）により達成される。 

ヌ. 安全上特に重要な関連機能 

安全上特に重要な関連機能は，非常用所内電源系，制御室及びその

遮蔽・非常用換気空調機，非常用補機冷却水系及び直流電源系により

達成される。 

ル. 安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 

安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能は，逃がし安全弁（吹き止ま

り機能に関連する部分）により達成される。 

ヲ. 事故時のプラント状態の把握機能 

事故時のプラント状態の把握機能は，事故時監視計器の一部により

達成される。 

ワ. 制御室外からの安全停止機能 

制御室外からの安全停止機能は，制御室外原子炉停止装置（安全停

止に関連するもの）により達成される。 

(b) 原子炉の安全停止に必要な機器等 
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火災防護対策を行う機器等を選定するために，「(a) 原子炉の安全停

止に必要な機能を達成するための系統」を構成する機器等を，原子炉の

安全停止に必要な機器等として抽出した。 

ただし，安全停止を達成する系統上の配管，手動弁，逆止弁，安全弁，

タンク及び熱交換器は，ステンレス鋼及び炭素鋼等の不燃材料であり，

火災による影響を受けないことから対象外（燃料油内包設備は除く）と

する。 

b. 放射性物質の貯蔵等の機器等 

発電用原子炉施設において火災が発生した場合に，放射性物質の貯蔵等の

機器等を火災から防護する必要があることから，火災による影響により放射

性物質が放出される可能性のある機器等を，「発電用軽水型原子炉施設の安

全機能の重要度分類に関する審査指針」に示される放射性物質を貯蔵する機

能及び放射性物質の閉じ込め機能を有する機器から抽出し，放射性物質を貯

蔵する機器等とする。 

なお，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」における「緊急時対策上重要なもの及び異常状態の把握機能」のうち，

排気筒モニタについては，安全評価上その機能を期待するクラス3に属する

構築物，系統及び機器であり，その重要度を踏まえ放射性物質を貯蔵する機

器等として選定する。 

(2) 重大事故等対処施設 

火災により重大事故等に対処するための機能が損なわれないよう，重大事故

等対処施設である常設重大事故等対処施設及び当該設備に使用するケーブルを

設置する火災区域及び火災区画に対して，火災防護対策を講じる。 

また，発電用原子炉施設の重大事故等対処施設は，火災の発生防止，火災の

早期感知及び消火に必要な火災防護対策を講じることを「8. 火災防護計画」

に定める。 
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3.2 火災区域及び火災区画の設定 

(1) 火災区域の設定 

a. 屋内 

建屋内において，耐火壁により囲まれ他の区域と分離される区域を，「3.1 

火災防護対策を行う機器等の選定」において選定する機器等の配置も考慮し

て，火災区域を設定する。 

建屋内のうち，火災の影響軽減対策が必要な火災防護上重要な機器等並び

に重大事故等対処施設が設置される火災区域は，3時間以上の耐火能力を有

する耐火壁（耐火隔壁含む。），天井及び床により隣接する他の火災区域と

分離するよう設定する。 

b. 屋外 

屋外の火災区域は，他の区域と分離して火災防護対策を実施するために，

「3.1 火災防護対策を行う機器等の選定」において選定する機器等を配置

する区域を火災区域として設定する。 

屋外の火災区域の設定に当たっては，火災区域外への延焼防止を考慮し，

資機材管理，火気作業管理，危険物管理，可燃物管理及び巡視を行う。本管

理については，火災防護計画に定める。 

また，屋外の火災区域のうち，常設代替高圧電源装置を設置する火災区域

は，「危険物の規則に関する政令」に規定される保有空地を確保する設計と

する。 

(2) 火災区画の設定 

火災区画は，建屋内及び屋外で設定する火災区域を，系統分離の状況，壁の

設置状況及び火災防護上重要な機器等と重大事故等対処施設の配置に応じて分

割して設定する。 
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3.3 適用規格 

適用する規格としては，既工事計画で適用実績のある規格のほか，最新の規格基

準についても技術的妥当性及び適用性を示したうえで適用可能とする。 

適用する規格，基準，指針等を以下に示す。 

 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 

（平成25年6月28日原子力規制委員会規則第6号） 

 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 

   （平成25年6月19日原規技発第1306194号） 

 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈 

   （平成17年12月15日原院第5号） 

 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準 

   （平成25年6月19日原規技発第1306195号） 

 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド 

   （平成25年10月24日原規技発第1310241号原子力規制委員会） 

 実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則 

   （平成26年2月28日原子力規制委員会規則第1号） 

 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の

解釈 

   （平成25年6月19日原規技発第1306193号） 

 発電用軽水型原子炉施設の火災防護に関する審査指針 

   （平成19年12月27日） 

 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針 

   （平成21年3月9日原子力安全委員会） 

 消防法（昭和23年7月24日法律第186号） 

消防法施行令（昭和36年3月25日政令第37号） 

消防法施行規則（昭和36年4月1日自治省令第6号） 

危険物の規則に関する政令（昭和34年9月26日政令第306号） 

 高圧ガス保安法（昭和26年6月7日法律第204号） 

高圧ガス保安法施行令（平成9年2月19日政令第20号） 

 建築基準法（昭和25年5月24日法律第201号） 

建築基準法施行令（昭和25年11月16日政令第338号） 

 平成12年建設省告示第1400号 

（平成16年9月29日国土交通省告示第1178号による改定） 

 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 

   （平成26年11月5日経済産業省令第55号） 
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 発電用火力設備の技術基準の解釈 

   （平成25年5月17日20130507商局第2号） 

 電気設備に関する技術基準を定める省令 

   （平成24年9月14日経済産業省令第68号） 

 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令 

   （平成24年9月14日経済産業省令第70号） 

 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針 

   （平成13年3月29日原子力安全委員会） 

 原子力発電所の火災防護規程（JEAC4626-2010） 

 原子力発電所の火災防護指針（JEAG4607-2010） 

 JIS A 4201-1992 建築物等の避雷設備（避雷針） 

 JIS A 4201-2003 建築物等の雷保護 

 JIS L 1091-1999 繊維製品の燃焼性試験方法 

 工場電気設備防爆委員会「工場電気設備防爆指針」（ガス蒸気防爆2006） 

 公益社団法人 日本空気清浄協会「空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針」 

（JACA No.11A-2003） 

 社団法人電池工業会「蓄電池室に関する設計指針」（SBA G 0603-2001） 

 ”Fire Dynamics Tools(FDTs): Quantitative Fire Hazard Analysis Methods for 

the U.S. Nuclear Regulatory Commission Fire Protection Inspection Program, 

“ NUREG-1805, December 2004 

 IEEE Std 383-1974 垂直トレイ燃焼試験 

 IEEE Std 1202-1991 垂直トレイ燃焼試験 

 UL 1581(Fourth Edition) 1080.VW-1 垂直燃焼試験 

 発電用原子力設備規格 設計・建設規格(JSME S NC1-2005/2007) 日本機械学会 

 原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1987） 日本電気協会 

 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編（JEAG4601・補1984） 

日本電気協会 

 原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601-1991 追補版） 日本電気協会 
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第3-1表 原子炉の安全停止に必要な機能を達成するための系統 

 

①  原子炉冷却材圧力バウンダリ 

②  制御棒カップリング 

③  炉心支持構造物 

④  燃料集合体（燃料を除く） 

⑤  原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能）） 

⑥  ほう酸水注入系 

⑦  逃がし安全弁 

⑧  自動減圧系 

⑨  原子炉隔離時冷却系 

⑩  残留熱除去系 

⑪  低圧炉心スプレイ系 

⑫  高圧炉心スプレイ系 

⑬  非常用換気空調系（中央制御室換気空調系含む） 

⑭  残留熱除去系海水系 

⑮  非常用ディーゼル発電機海水系 

⑯  非常用所内電源系（非常用ディーゼル発電機，非常用交流電源系を含む） 

⑰  直流電源系 

⑱  制御室外原子炉停止装置 

⑲  事故時監視計器の一部（計測制御系） 

⑳ 安全保護系 
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4. 火災発生防止 

発電用原子炉施設は，火災によりその安全性を損なわないよう，以下に示す対策を

講じる。 

4.1 項では，発電用原子炉施設の火災発生防止として実施する発火性又は引火性物質

を内包する設備，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉，発火源，水素並びに過電流による

過熱防止に対する対策について説明するとともに，火災発生防止に係る個別留意事項

についても説明する。 

4.2 項では，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に対して，原則，不燃

性材料及び難燃性材料を使用する設計であることを説明する。 

4.3 項では，落雷，地震等の自然現象に対しても，火災の発生防止対策を講じること

を説明する。 
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4.1 発電用原子炉施設の火災発生防止について 

(1) 発火性又は引火性物質に対する火災の発生防止対策 

発火性又は引火性物質を内包する設備又はこれらの設備を設置する火災区域

又は火災区画は，以下の火災の発生防止対策を講じる。 

ここでいう発火性又は引火性物質は，消防法で危険物として定められる潤滑

油又は燃料油並びに高圧ガス保安法で高圧ガスとして定められる水素，窒素，

液化炭酸ガス，空調用冷媒等のうち可燃性である水素を対象とする。 

以下，a.項において，潤滑油又は燃料油を内包する設備に対する火災の発生

防止対策，b.項において，水素を内包する設備に対する火災の発生防止対策に

ついて説明する。 

a. 潤滑油又は燃料油を内包する設備に対する火災の発生防止対策 

(a) 潤滑油又は燃料油の漏えい及び拡大防止対策 

潤滑油又は燃料油を内包する設備（以下「油内包設備」という。）は，

溶接構造，シール構造の採用により，油の漏えいを防止する。 

油内包設備は漏えい油を全量回収する構造である堰，ドレンリム又は

オイルパンにより，油内包設備の漏えい油の拡大を防止する。（第4-1

図） 

(b) 油内包設備の配置上の考慮 

火災区域内に設置する油内包設備の火災により，発電用原子炉施設の

安全機能及び重大事故等に対処する機能を損なわないよう，発電用原子

炉施設の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，油内包設

備の火災による影響を軽減するために，壁，ドレンリム又はオイルパン

の設置又は離隔を確保する配置上の考慮を行う設計とする。 

(c) 油内包設備を設置する火災区域の換気 

潤滑油又は燃料油は，油内包設備を設置する室内温度よりも十分高く，

機器運転時の温度よりも高い引火点の潤滑油又は燃料油を使用する設計

とする。 

また，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏えいした場合に可燃性蒸気

となって爆発性雰囲気を形成しないよう，空調機器による機械換気又は

自然換気を行う設計とする。 

油内包設備がある火災区域における換気を，第4-1表に示す。 

(d) 潤滑油又は燃料油の防爆対策 

潤滑油又は燃料油は，本項(c)に示すとおり，設備の外部へ漏えいして

も爆発性雰囲気は形成されない。 

したがって，油内包設備を設置する火災区域では，可燃性蒸気の着火

源防止対策として用いる防爆型の電気品及び計装品の使用並びに防爆を
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目的とした電気設備の接地対策は不要とする設計とする。 

(e) 潤滑油又は燃料油の貯蔵 

潤滑油又は燃料油の貯蔵設備とは，供給設備へ潤滑油又は燃料油を補

給するためにこれらを貯蔵する設備のことであり，非常用ディーゼル発

電機及び常設代替高圧電源装置へ燃料を補給するための軽油貯蔵タンク

及び燃料デイタンク，緊急時対策所用非常用発電機へ燃料を補給するた

めの緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用燃料油

サービスタンク並びに可搬型重大事故等対処設備等へ燃料を補給するた

めの可搬設備用軽油タンクがある。 

これらの設備は，以下のとおり，運転に必要な量にとどめて貯蔵する。 

イ. 軽油貯蔵タンクは，非常用ディーゼル発電機2台及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機1台を7日間連続運転するために必要な量を

考慮するとともに，全交流電源喪失を想定し，常設代替高圧電源装置

（2台）の運転も考慮した必要量（5台合計で約756m3）を貯蔵するた

め，約400m3／基のタンクを2基（2基合計約800m3）設置する設計とす

る。 

ロ. 燃料デイタンクは，タンク容量（約14m3（HPCS系は約7m3））に対し

て，非常用ディーゼル発電機を8時間連続運転するために必要な量（約

11.5m3（HPCS系は約6.5m3）を考慮し，貯蔵量が約12.1m3～12.8m3（HPCS

系は約6.8m3～7.2m3）になるように管理する。 

ハ. 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，緊急時対策所用発電機

2台を7日間連続運転するために必要な量（約140m3）に対し，約75m3

／基のタンクを2基（2基合計約150m3）設置する設計とする。 

ニ. 緊急時対策所用燃料油サービスタンクは，タンク容量（約0.65m3／

基）に対して，発電機を1.5時間連続運転するために必要な量（約0.6m3

／基）を確保するように管理する。 

ホ. 可搬設備用軽油タンクは，可搬型設備を7日間連続運転するために

必要な量（約189m3）に対し，約30m3／基のタンクを7基（7基合計約

210m3）設置する設計とする。 

b. 水素等を内包する設備に対する火災の発生防止対策 

(a) 水素の漏えい及び拡大防止対策 

水素を内包する設備のうち気体廃棄物処理設備，発電機水素ガス冷却

設備は，溶接構造，ベローズ等によって，水素の漏えい及び拡大防止対

策を講じる。 

以下に示す水素ボンベは，ボンベ使用時に職員がボンベ元弁を開弁し

通常時は元弁を閉弁する運用とし，火災防護計画に定め管理することに
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より，水素の漏えい及び拡大防止対策を講じる。 

イ．格納容器内雰囲気監視系校正用ボンベ 

(b) 水素の漏えい検知 

蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，水素濃度検知器を設置し，

水素の燃焼限界濃度である4vol％の1/4以下の濃度にて，中央制御室に警

報を発する設計とする。 

気体廃棄物処理設備は，設備内の水素濃度が燃焼限界濃度以下となる

ように設計するが，設備内の水素濃度については中央制御室にて常時監

視できる設計とし，水素濃度が上昇した場合には中央制御室に警報を発

する設計とする。 

発電機水素ガス冷却設備は，水素消費量を管理するとともに，発電機

内の水素純度及び圧力を中央制御室にて常時監視できる設計とし，発電

機内の水素純度や水素圧力が低下した場合には中央制御室に警報を発す

る設計とする。 

(c) 水素を内包する設備の配置上の考慮 

火災区域内に設置する水素を内包する設備の火災により，発電用原子

炉施設の安全機能及び重大事故等に対処する機能を損なわないよう，発

電用原子炉施設の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，

水素を内包する設備の火災による影響を軽減するために，壁，床及び天

井の設置による配置上の考慮を行う設計とする。 

(d) 水素を内包する設備がある火災区域の換気 

水素を内包する設備である蓄電池，気体廃棄物処理設備，発電機水素

ガス冷却設備及び水素ボンベを設置する火災区域又は火災区画は，火災

の発生を防止するために水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう，以下

に示す空調機器による機械換気を行う設計とする。（第4-2表） 

なお，空調機器は多重化して設置し，動的機器の単一故障を想定して

も換気が可能な設計とする。 

イ. 蓄電池 

安全機能を有する蓄電池を設置する火災区域又は火災区画は，非常

用電源から給電されるバッテリー室排風機による機械換気を行う設

計とする。 

それ以外の蓄電池を設置する火災区域の換気設備は，タービン建屋

換気系送風機・排風機により機械換気を行う設計とする。 

また，重大事故等対処施設である緊急用125V系蓄電池を設置する火

災区域は，常設代替高圧電源装置からも給電できる緊急用母線に接続

される耐震Ｓクラス又は基準地震動Ｓｓに対して機能維持可能な設
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計とする排風機による機械換気を行う設計とする。 

万が一，上記の送風機・排風機が異常により停止した場合は，運転

員が現場にて遮断器を開放し，送風機・排風機が復帰するまでの間は，

蓄電池に充電しない運用とする。 

蓄電池室には，蓄電池充電時に水素が発生することから，発火源と

なる直流開閉装置やインバータを設置しない設計とする。 

ロ. 気体廃棄物処理設備及び発電機水素ガス冷却設備 

気体廃棄物処理設備は，空気抽出器より抽出された水素と酸素の混

合状態が燃焼限界濃度とならないよう，排ガス再結合器によって設備

内の水素濃度が燃焼限界濃度である4vol％以下となるよう設計する。

加えて，気体廃棄物処理設備及び発電機水素ガス冷却設備を設置する

火災区域又は火災区画は，常用電源から給電されるタービン建屋送風

機・排風機により機械換気を行うことにより，水素濃度を燃焼限界濃

度以下とするよう設計する。 

ハ. 水素ボンベ 

格納容器内雰囲気モニタ校正用水素ボンベを設置する火災区域又

は火災区画は，原子炉建屋送風機・排風機による機械換気を行うこと

により，水素濃度を燃焼限界濃度以下とするよう設計する。 

(e) 水素を内包する設備を設置する火災区域の防爆対策 

水素を内包する設備は，本項の(a)及び(d)に示す漏えい及び拡大防止

対策並びに換気を行うことから，「電気設備に関する技術基準を定める

省令」第69条及び「工場電気設備防爆指針」に示される爆発性雰囲気と

ならない。 

したがって，水素を内包する設備を設置する火災区域等では，防爆型

の電気品及び計装品の使用並びに防爆を目的とした電気設備の接地対策

は不要とする設計とする。 

なお，電気設備の必要な箇所には，「原子力発電工作物に係る電気設

備に関する技術基準を定める命令」第10条，第11条に基づく接地を施す。 

(f) 水素の貯蔵 

水素を貯蔵する水素ボンベは，運転に必要な量にとどめるために，必

要な本数のみを貯蔵することを火災防護計画に定める。 

(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策 

火災区域は，以下に示すとおり，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を高所に排

出するための設備，電気及び計装品の防爆型の採用並びに静電気を除去する装

置の設置等，可燃性の蒸気又は可燃性の微粉の対策は不要である。 

a. 可燃性の蒸気 
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油内包設備を設置する火災区域は，潤滑油又は燃料油が設備の外部へ漏え

いしても，引火点が室内温度よりも十分高く，機器運転時の温度よりも高い

ため，可燃性蒸気は発生しない。 

火災区域において有機溶剤を使用する場合は，建屋の送排風機による機械

換気を行うとともに，使用する有機溶剤の種類等に応じ，有機溶剤を使用す

る場所の局所排気によっても，有機溶剤の滞留を防止する。 

このため，引火点が室内温度及び機器運転時の温度よりも高い潤滑油又は

燃料油を使用すること並びに火災区域における有機溶剤を使用する場合の

滞留防止対策について，火災防護計画に定め管理する。 

b. 可燃性の微粉 

火災区域には，「工場電気設備防爆指針」に記載される「可燃性粉じん（石

炭のように空気中の酸素と発熱反応を起こし爆発する粉じん）」や「爆発性

粉じん（金属粉じんのように空気中の酸素が少ない雰囲気又は二酸化炭素中

でも着火し，浮遊状態では激しい爆発を生じる粉じん）」のような可燃性の

微粉を発生する常設設備はない。 

「工場電気設備防爆指針」に記載される微粉を発生する仮設設備及び静電

気が溜まるおそれがある設備を設置しないことを火災防護計画に定め管理

する。 

(3) 発火源への対策 

火災区域は，以下に示すとおり，火花を発生する設備や高温の設備等，発

火源となる設備を設置しない設計とし，設置を行う場合は，火災の発生防止

を行う対策を行う設計とする。 

a. 発電用原子炉施設における火花を発生する設備としては，直流電動機及び

ディーゼル発電機のブラシがあるが，これら設備の火花を発生する部分は金

属製の本体内に収納し，火花が設備外部に出ない構造とする。 

b. 発電用原子炉施設には，高温となる設備があるが，高温部分を保温材で覆

うことによって，可燃性物質との接触による直接的な加熱防止及び間接的な

加熱防止を行う設計とする。 

(4) 過電流による過熱防止対策 

発電用原子炉施設内の電気系統は，送電線への落雷等外部からの影響や，

地絡，短絡等に起因する過電流による過熱や焼損を防止するために，保護継

電器及び遮断器により，故障回路を早期に遮断する設計とする。 

(5) 放射線分解等により発生する水素の蓄積防止対策 

原子炉施設は，以下に示すとおり，放射線分解，充電時の蓄電池から発生

する水素の蓄積防止対策を行う設計とする。 

a. 充電時の蓄電池から発生する水素については，「(1)b.(d) 水素を内包す
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る設備がある火災区画の換気」に示す換気により，蓄積防止対策を行う設計

とする。 

b. 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設が設置される火災区域

又は火災区画のうち，放射線分解により水素が発生する火災区域又は火災区

画は，社団法人火力原子力発電技術協会「BWR配管における混合ガス（水素

ガス・酸素ガス）蓄積防止に係るガイドライン（平成17年10月）」等に基づ

き，原子炉の安全性を損なうおそれがある場合には，水素の蓄積を防止する

設計とする。 

なお，ガイドライン制定前に経済産業省指示文書「中部電力株式会社浜岡

原子力発電所1号機の余熱除去系配管破断に関する再発防止対策について

(平成14年5月)」を受け，水素の蓄積のおそれがある箇所に対して対策を実

施している。 

(6) 火災発生防止に係る個別留意事項 

a. 放射性廃棄物の処理及び貯蔵設備の火災の発生防止対策 

放射性廃棄物の処理及び貯蔵設備の火災の発生防止として，放射性物質の

崩壊熱を考慮した火災の発生防止対策並びに放射性物質を含んだ使用済イ

オン交換樹脂，チャコールフィルタ及びHEPAフィルタを密閉した金属製のタ

ンク又は容器内に貯蔵する対策が必要である。 

放射性物質を処理する設備としては，気体，液体及び固体廃棄物処理設備

が該当するが，これら設備で処理する廃棄物には，火災発生の考慮が必要な

崩壊熱を有する放射性物質はない。 

放射性廃棄物貯蔵設備である使用済樹脂貯蔵タンクは，放射性物質を液体

に浸した状態で貯蔵し，固体廃棄物貯蔵庫は，ドラム缶等の不燃材料である

金属製の容器に収納した状態で貯蔵するため，火災発生の考慮が必要な崩壊

熱を有する放射性物質はない。 

また，放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂，チャコールフィルタ及

びHEPAフィルタは，火災防護計画にドラム缶や不燃シートに包んで保管する

ことを定め，管理する。 

b. 電気室の目的外使用の禁止 

電気室は，電源供給に火災影響を与えるような可燃性の資機材等を保管せ

ず，電源供給のみに使用することを火災防護計画に定め管理する。 

 

4.2 不燃性材料又は難燃性材料の使用について 

火災の発生を防止するため，火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，

以下に示すとおり，不燃性材料又は難燃性材料を使用する設計とする。 

以下，(1)項において，不燃性材料又は難燃性材料を使用する場合の設計，(2)項
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において，不燃性材料又は難燃性材料を使用できない場合で不燃性材料又は難燃性

材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）を使用する設計，

(3)項において，不燃性材料又は難燃性材料を使用できない場合で火災防護上重要

な機器等及び重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用

が技術的に困難な場合の設計について説明する。 

(1) 不燃性材料又は難燃性材料の使用 

a. 主要な構造材 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設のうち，機器，配管，ダ

クト，トレイ，電線管，盤の筐体及びこれらの支持構造物の主要な構造材は，

火災の発生防止及び当該設備の強度確保等を考慮し，以下のいずれかを満た

す不燃性材料を使用する設計とする。 

(a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃材料 

(b) ステンレス鋼，低合金鋼，炭素鋼等の不燃性である金属材料 

b. 保温材 

火災区域又は火災区画に設置される火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設に使用する保温材は，以下のいずれかを満たす不燃性材料を使

用する設計とする。 

(a) 平成12年建設省告示第1400号に定められた不燃材料 

(b) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃材料 

c. 建屋内装材 

火災区域又は火災区画に設置される火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設を設置する建屋の内装材は，以下の(a)項を満たす不燃性材料

を使用する設計とし，中央制御室等の床材は，以下の(b)項を満たす防炎物

品を使用する設計とする。 

(a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃材料 

(b) 消防法に基づき認定を受けた防炎物品 

d. 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に使用するケーブル 

火災区域又は火災区画に設置される火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設に使用するケーブルには，以下の燃焼試験により自己消火性及

び延焼性を確認した難燃ケーブルを使用する設計とする。 

(a) 自己消火性 

第4-3表に示すとおり，バーナによりケーブルを燃焼させ，残炎による

燃焼が60秒を超えない等の判定基準にて自己消火性を確認するUL1581

（Fourth Edition）1080．VW-1垂直燃焼試験に定められる試験方法によ

り燃焼試験を実施し，判定基準を満足することを確認する。 

(b) 延焼性 
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イ. ケーブル（光ファイバケーブルを除く） 

第4-4表に示すとおり，バーナによりケーブルを燃焼させ，自己消

火時のケーブルのシース及び絶縁体の最大損傷距離が1,800㎜未満で

あること等の判定基準にて延焼性を確認するIEEE Std 383-1974垂

直トレイ燃焼試験に定められる試験方法により燃焼試験を実施し，判

定基準を満足することを確認する。 

ロ. 光ファイバケーブル 

第4-5表に示すとおり，バーナによりケーブルを燃焼させ，自己消

火時のケーブルのシース及び絶縁体の最大損傷距離が1,500㎜未満で

あること等の判定基準にて延焼性を確認するIEEE Std 1202-1991垂

直トレイ燃焼試験に定められる試験方法により燃焼試験を実施し，判

定基準を満足することを確認する。 

e. 換気空調設備のフィルタ 

火災区域又は火災区画に設置される火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設のうち，換気空調設備のフィルタは，チャコールフィルタを除

き，以下のいずれか満足することを確認した難燃性フィルタを使用する設計

とする。 

(a) JIS L 1091（繊維製品の燃焼性試験方法） 

(b) JACA No.11A（空気清浄装置用ろ材燃焼性試験方法指針（公益社団法人

日本空気清浄協会）） 

f. 変圧器及び遮断器に対する絶縁油 

火災区域又は火災区画に設置される火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設のうち，建屋内に設置する変圧器及び遮断器は，可燃性物質で

ある絶縁油を内包していない以下の変圧器及び遮断器を使用する設計とす

る。 

(a) 乾式変圧器 

(b) ガス遮断器，真空遮断器，気中遮断器 

(2) 不燃性材料又は難燃性材料を使用できない場合の代替材料の使用 

不燃性材用又は難燃性材料を使用できない場合で代替材料を使用する場合は，

以下のa.項及びb.項に示す設計とする。 

a. 保温材 

火災区域又は火災区画に設置される火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設に使用する保温材の材料について，不燃材料が使用できない場

合は，以下の(a)項を満たす代替材料を使用する設計とする。 

(a) 建築基準法に基づき認定を受けた不燃材料と同等以上の性能を有する

材料 
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b. 建屋内装材 

火災区域又は火災区画に設置される火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設を設置する建屋の内装材として不燃性材料が使用できない場

合は，以下の(a)項を満たす代替材料を使用する設計とする。 

(a) 消防法に基づき認定を受けた防炎物品と同等以上であることを消防法

施行令の防炎防火対象物の指定等の項に示される防炎試験により確認し

た材料 

(3) 不燃性材料又は難燃性材料でないものを使用 

不燃性材用又は難燃性材料を使用できない場合で代替材料の使用が技術上困

難な場合は，以下の①項及び②項のいずれかを設計の基本方針とし，具体的な

設計について以下のa.項からc.項に示す。 

  ① 火災防護上重要な機器等の機能を確保するために必要な代替材料の使用が

技術上困難な場合は，当該構築物，系統及び機器における火災に起因して他

の火災防護上重要な機器等において火災が発生することを防止するための措

置を講じる。 

  ② 重大事故等対処施設の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術

上困難な場合は，当該施設における火災に起因して他の重大事故等対処施設

及び設計基準事故対処設備において火災が発生することを防止するための措

置を講じる。 

a. 主要な構造材 

(a) 配管のパッキン類 

配管のパッキン類は，その機能を確保するために必要な代替材料の使

用が技術上困難であり，ステンレス鋼等の不燃性である金属材料で覆わ

れたフランジ等の狭隘部に設置し，直接火炎に晒されることはないこと

から，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。 

(b) 金属材料内部の潤滑油 

不燃性材料である金属材料のポンプ，弁等の躯体内部に設置する駆動

部の潤滑油は，その機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術

上困難であり，発火した場合でも他の火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処施設に延焼しないことから，不燃性材料又は難燃性材料では

ない材料を使用する設計とする。 

(c) 金属材料内部の電気配線 

不燃性材料である金属材料のポンプ，弁等の躯体内部に設置する駆動

部の電気配線は，製造者等により機器本体と電気配線を含めて電気用品

としての安全性及び健全性が確認されているため，その機能を確保する

ために必要な代替材料の使用が技術上困難であり，発火した場合でも他
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の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に延焼しないことか

ら，不燃性材料又は難燃性材料ではない材料を使用する設計とする。 

b. 建屋内装材 

火災区域又は火災区画に設置される火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設を設置する建屋の内装材について，その機能を確保するために

必要な代替材料の使用が技術上困難な場合は，当該構築物，系統及び機器に

おける火災に起因して他の火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施

設において火災が発生することを防止するための措置を講じる設計とする。 

火災区域又は火災区画に設置される火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設を設置する建屋の内装材のうち，管理区域の床や原子炉格納容

器内部の床，壁に耐放射線性，除染性及び耐腐食性を確保することを目的と

して塗布するコーティング剤については，旧建設省告示1231号第2試験に基

づく難燃性が確認された材料を使用し，火災を想定しても，火災防護上重要

な機器等及び重大事故等対処施設に延焼しないため，以下を満足する設計と

する。 

(a) 使用箇所が不燃材料であるコンクリート表面であること 

(b) 原子炉格納容器内に設置する原子炉の安全停止に必要な機器等及び重

大事故等対処施設は，不燃性又は難燃性の材料を使用し周辺には可燃物

がないことを火災防護計画に定め，管理する。 

c. 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に使用するケーブル 

(a) 放射線モニタケーブル 

放射線モニタケーブルは，放射線検出のためには微弱電流，微弱パル

スを扱う必要があり，耐ノイズ性を確保するため，絶縁体に誘電率の低

い架橋ポリエチレンを有することで高い絶縁抵抗を有する同軸ケーブル

を使用している。 

このケーブルは，自己消火性を確認するUL 1581(Fourth Edition) 

1080． VW-1垂直燃焼試験は満足するが，延焼性を確認するIEEE Std 

383-1974 垂直トレイ燃焼試験を満足しない非難燃ケーブルである。 

したがって，他ケーブルへの延焼が発生しないようケーブルトレイで

はなく，専用の電線管に収納するとともに，電線管の両端は，電線管外

部からの酸素供給防止を目的とし，耐火性を有するシール材を処置する

ことで，難燃ケーブルと同等以上の延焼防止を図る設計とする。 

(b) 通信連絡設備の機器本体に使用する専用ケーブル 

通信連絡設備の機器本体に使用する専用ケーブルは，通信事業者の指

定するケーブルを使用する必要がある場合，製造者等により機器本体と

ケーブル（電源アダプタ等を含む。）を含めて電気用品としての安全性
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が確認されている場合，又は電話コード等のような機器本体を移動して

使用することを考慮して大きな可とう性が求められる場合は，難燃ケー

ブルを使用することが技術上困難である。 

したがって，通信連絡設備の機器本体に使用する専用ケーブルは，以

下のいずれかを講じることにより，他の火災防護上重要な機器等及び重

大事故等対処施設において火災が延焼することを防止する設計とする。 

イ．金属製の筐体等に収納する措置 

ロ．延焼防止材(注)により保護する措置 

ハ．専用の電線管に敷設する措置 

(注)IEEE Std 383-1974垂直トレイ燃焼試験に合格するシート等を保護対

象へ巻き付け延焼を防止するもの 

(4) 難燃ケーブルと同等以上の難燃性能を確保するものを使用 

a. 火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設に使用する非難燃ケー

ブル 

火災区域又は火災区画に設置される火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処施設に使用する非難燃ケーブルは，自己消火性を確認するUL 

1581(Fourth Edition)l080.VW-1垂直燃焼試験は満足するが，延焼性を確認

するIEEEStd 383-1974垂直トレイ燃焼試験は満足しない。 

したがって，非難燃ケーブルについては，難燃ケーブルを使用する設計，

並びに難燃ケーブルと同等以上の難燃性能を確保するため，非難燃ケーブル

及びケーブルトレイを防火シートで覆い，その状態を維持する結束ベルト及

びファイアストッパで固定した複合体を形成する設計とする。 

電線管に収納し電線管の両端は，難燃性の耐熱シール材を処置する設計と

する。 

 

4.3 落雷，地震等の自然現象による火災発生の防止について 

発電用原子炉施設では，地震，津波，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災及び高潮の自然現象が想定される。 

火災防護上重要な機器等及び重大事故等対処施設は，津波，森林火災及び竜巻（風

（台風）含む。）に伴う火災により発電用原子炉施設の安全機能及び重大事故等に

対処する機能を損なわないよう，これらの自然現象から防護を行う設計とする。 

凍結，降水，積雪，高潮及び生物学的事象のうちクラゲ等の海生生物の影響につ

いては，火災が発生する自然現象ではなく，火山の影響についても，火山から発電

用原子炉施設に到着するまでに火山灰等が冷却されることを考慮すると，火災が発

生する自然現象ではない。 

生物学的事象のうちネズミ等の小動物の影響については，侵入防止対策により影
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響を受けないことから，火災が発生する自然現象ではない。 

洪水については，立地的要因により，発電用原子炉施設の火災防護上重要な機器

等及び重大事故等対処施設に影響を与える可能性がないため，火災が発生する自然

現象ではない。 

したがって，発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器においては，落雷，地

震，重大事故等対処施設においては，落雷及び地震に加えて，森林火災及び竜巻（風

（台風）含む。）に対して，これらの現象によって火災が発生しないように，以下

のとおり火災防護対策を講じる。 

(1) 落雷による火災の発生防止 

発電用原子炉施設内の構築物，系統及び機器は，落雷による火災発生を防止

するため，地盤面からの高さ20mを超える構築物には，建築基準法に基づき「JIS 

A 4201  建築物等の避雷設備（避雷針）(1992年度版)」又は「JIS A 4201 建

築物等の雷保護（2003年度版）」に準拠した避雷設備の設置及び接地網の敷設

を行う設計とする。 

送電線については，「4.1(4) 過電流による過熱防止対策」に示すとおり，

故障回路を早期に遮断する設計とする。 

なお，常設代替高圧電源装置置場は，落雷による火災発生を防止するため，

避雷設備を設置する方針とする。 

避雷設備設置箇所は以下のとおり。 

・タービン建屋（避雷針） 

・排気筒（避雷針） 

・廃棄物処理建屋（避雷針） 

・使用済燃料乾式貯蔵建屋（棟上導体） 

・固体廃棄物作業建屋（棟上導体） 

・常設代替高圧電源装置置場（避雷針） 

・緊急時対策所（避雷針） 

(2) 地震による火災の発生防止 

a. 火災防護上重要な機器等は，耐震クラスに応じて十分な支持性能をもつ地

盤に設置する設計とするとともに，解釈に従い，耐震クラスに応じた耐震設

計とする。 

b. 重体事故等対処施設は，施設の区分に応じて十分な支持性能をもつ地盤に

設置する設計とするとともに，解釈に従い，施設の区分に応じた耐震設計と

する。 

(3) 森林火災による火災の発生防止 

屋外の重大事故等対処施設は，外部火災防護に関する基本方針に基づき評価

し設置した防火帯による防護等により，火災発生防止を講じる設計とする。 
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(4) 竜巻（風（台風含む。））による火災の発生防止 

a. 屋外の重大事故等対処施設は，竜巻防護に関する基本方針に基づき設計す

る竜巻防護対策設備の設置，衝突防止を考慮して実施する燃料油等を内包し

た車両の飛散防止対策等，常設代替高圧電源装置の燃料油等が漏えいした場

合の拡大防止対策等により，火災の発生防止を講じる設計とする。 

b. 常設代替高圧電源装置に火災が発生した場合においても，重大事故等に対

処する機能を喪失しないよう代替する機能を有する設備と位置的分散を講

じる設計とする。 
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第4-1表 潤滑油又は燃料油を内包する設備のある火災区域等の換気空調設備 

「潤滑油」及び「燃料油」を内包する設備が

ある火災区域又は火災区画 
換気空調設備等 

原子炉建屋（原子炉棟） 原子炉建屋給排気ファン 

原子炉建屋付属棟 原子炉建屋給排気ファン 

廃棄物処理棟 ラドウェスト建屋給排気ファン 

タービン建屋 
タービン建屋給排気ファン 

ラドウェスト建屋給排気ファン 

廃棄物処理建屋 ラドウェスト建屋給排気ファン 

非常用ディーゼル発電機室 D/G室ルーフベントファン 

軽油貯蔵タンクエリア 自然換気 

海水ポンプエリア 自然換気 

固体廃棄物貯蔵庫 建屋換気系 

固体廃棄物作業建屋 建屋換気系 

緊急時対策所発電機室 発電機室送排風機ファン 

緊急時対策所用燃料油貯蔵タンクエリア 自然換気 

常設代替高圧電源装置置場 自然換気 

可搬型設備用軽油タンク室 自然換気 

ブローアウトパネル設置エリア 自然換気 

 

第4-2表 水素を内包する設備のある火災区域等の換気空調設備 

水素を内包する設備がある 

火災区域又は火災区画 
換気空調設備等 

設備 耐震クラス 設備 供給電源 耐震クラス

常用蓄電池（250V） Ｃ 
タービン建屋換気系 

送風機，排風機 
常用 Ｃ 

非常用蓄電池 

（125V，±24V，HPCS）
Ｓ 

バッテリー室換気系 

送風機，排風機 
非常用 Ｓ 

廃棄物処理建屋 

直流 125V 蓄電池 

廃棄物処理建屋 

直流 48V 蓄電池 

Ｂ 
廃棄物処理建屋系 

送風機，排風機 
常用 Ｂ 

気体廃棄物処理設備 Ｃ 
タービン建屋換気系 

送風機，排風機 
常用 

Ｃ 

発電機水素ガス 

冷却設備 
Ｃ Ｃ 

格納容器内雰囲気 

監視系校正用ボンベ 
Ｃ 

原子炉建屋換気系 

送風機，排風機 
常用 Ｃ 
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第4-3表 UL1581 (Fourth Edition) 1080.VW-1 垂直燃焼試験の概要 

試験装置 

 
単位（mm） 

試験内容 

・試料を垂直に保持し，20 度の角度でバーナの炎をあてる。

・15 秒着火，15 秒休止を 5 回繰り返し，試料の燃焼の程度を

確認する。 

燃 焼 源 ・チリルバーナ 

使用燃料 ・工業用メタンガス 

バーナ熱量 ・2.13MJ/h 

判定基準 

①  残炎による燃焼が 60 秒を超えない。 

②  表示旗が 25％以上焼損しない。 

③  落下物によって下に設置した外科用綿が燃焼しない。 
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第4-4表 IEEE Std 383-1974 垂直トレイ燃焼試験の概要 

試験装置 

・ケーブル外径の1/2の間隔で敷設幅が150mmとなる本数分を，は

しご状の垂直に設置されたトレイに敷設し，トレイの下方に規

定のリボンバーナを設置する。 

 
 

単位(mm) 

試験内容 

・バーナを点火し，20 分経過後，バーナの燃焼を停止しそのま

ま放置してケーブルの燃焼が自然に停止したならば試験を終

了する。 

燃 焼 源 ・リボンバーナ 

バーナ熱量 ・70,000BTU/h（約 73.3MJ/h） 

使用燃料 ・天然ガスもしくはプロパンガス 

判定基準 

①  バーナを消火後，自己消火した時のケーブルのシース及び絶

縁体の最大損傷距離が 1800mm 未満であること。 

②  3 回の試験いずれにおいても，上記を満たすこと。 
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第4-5表 IEEE Std 1202-1991 垂直トレイ燃焼試験の概要 

試験装置概要 

燃焼室 

寸法 2,438×2,438×3,353㎜ 

壁伝熱性能 6.8W/(m2K)以下 

換気量 0.65±0.02m3/s 

風速 1m/s以下 

火源 
燃料ガス調質 25℃±5℃ Air露点0℃以下 

バーナ角度 20度上向き 

試料 プレコンディショニング 18℃以上，3時間 

判定基準 シース損傷距離 1,500㎜以下 
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第 4-1 図 拡大防止対策の例 

堰




